
ヒューファイナンスおおさか　大学（高校）入学準備資金融資

1 融資条件、融資額

2

3 返済

4 連帯保証人

5

⑧　その他必要書類

6 その他

 ・融資にあたっては、ヒューファイナンスの審査があります。

 ・申込みの際には、原則として相談員が同行し、これまでの相談内容を引継ぎます。

事前に下記の相談窓口で相談を受けることが前提です。

大阪市学校運営支援センター事務管理担当（就学支援グループ）

電話　06-6115-7651

※なお、大阪市外（大阪府下）の居住者は、お住まいの市町村等の相談窓口へお問い合わせください。

申込みに必要な書類

①　「高校・大学等入学準備資金融資」申込書

⑦　本人が確認できる書類（免許証・パスポートなど）

◎ 直接の申込みはできません

※　印鑑証明書（本人及び保証人）は融資決定後に提出

②　申込者と連帯保証人の源泉徴収票など所得を証明する書類

③　原則として、合格証書・合格通知書などの入学を確認できる書類

④　進学予定のパンフレット・学校案内・納付書など、必要金額が確認できる書類

⑤　大阪府育英会・日本学生支援機構等の申込控え、または採用通知など

⑥　取引銀行の通帳を持参（公共料金引落口座、借入金返済口座など）

①　１名以上

②　大阪府内（やむを得ない場合は近畿圏内）に居住する65歳未満の方で、原則申込者と別世帯かつ安定
　　した所得のある方

③　連帯保証人の源泉徴収票など所得を証明する書類が必要になります。

　※連帯保証人にはヒューファイナンスおおさかから、別途、電話確認があります。

　日本学生支援機構・大阪府育英会・福祉部局などの各種奨学金や入学資金に採用されても、入学後に給付・貸
与されるものがほとんどで、入学金や授業料の納付に間に合わないことが多くあります。このようなときは、日
本政策金融公庫の教育ローンなどを利用することになりますが、審査の結果、借入れできない場合があります。
　ヒューファイナンスおおさかの入学準備資金融資は、このような場合に入学に必要な入学時納付金等をつなぎ
資金として融資するものです。

　日本学生支援機構や大阪府育英会等の奨学金等の利用（予定）者で、奨学金等が貸与される前に授業料
等を支払う必要があること。

①　大阪府内に居住し、高校等への進学者（中学卒業者・中学校卒業予定者）及び大学等への進学者（高
　　校卒業者・高校卒業予定者）の保護者または親権者

進学する学校の修業年限以内で原則として融資月の翌月から元利均等の分割返済。

利率　年1.66％（令和3年5月現在）日本政策金融公庫の利率に準ずる。

申込者の資格条件

②　府内市町村の教育委員会及び担当相談窓口に事前相談された方

③　各種奨学金の予約採用された進学者の保護者または親権者

①　高校、特別支援学校（高等部）、高等専門学校、専修学校（高等課程）に進学する場合

⇒　60万円以内の必要とする額

②　大学、短期大学、専修学校（専門課程）に進学する場合

⇒　100万円以内の必要とする額


